
提

出

者

佐

藤

謙

一

郎

平
成
十
六
年
八
月
五
日
提
出

質

問

第

四

九

号

桜
木
町
駅
前
会
員
制
競
輪
場
外
車
券
発
売
施
設
の
設
置
計
画
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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桜
木
町
駅
前
会
員
制
競
輪
場
外
車
券
発
売
施
設
の
設
置
計
画
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
件
は
、
株
式
会
社
サ
テ
ラ
イ
ト
横
浜
（
以
下
、
本
件
事
業
者
と
い
う
）
が
、
桜
木
町
ぴ
お
シ
テ
ィ
（
横
浜
市
中
区
桜
木
町

一－

一
）
の
九
階
及
び
一
〇
階
部
分
を
借
り
受
け
、
会
員
制
の
競
輪
場
外
車
券
発
売
施
設
の
設
置
計
画
を
進
め
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

こ
の
設
置
計
画
に
対
し
て
は
、
同
ビ
ル
近
隣
・
周
辺
地
域
に
は
多
く
の
学
校
・
教
育
機
関
や
医
療
機
関
な
ど
が
存
在
す
る
た

め
、
Ｐ
Ｔ
Ａ

を
は
じ
め
と
し
た
近
隣
・
周
辺
地
域
住
民
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
や
住
民
の
安
全
な
ど
生
活
環
境
へ
の
影
響
等
に

強
い
懸
念
と
危
惧
の
声
が
挙
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
近
隣
・
周
辺
住
民
へ
の
設
置
計
画
の
説
明
や
周
知
も
十
分

と
は
い
え
ず
、
住
民
が
野
毛
地
区
で
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
設
置
計
画
反
対
が
四
七
％
（
賛
成
一
四
％
、
そ
の
他
三
九

％
）
と
住
民
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
と
て
も
考
え
に
く
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
本
件
事
業
者
よ
り
本
年
六
月
一
一
日
、
所
管
省
庁
で
あ
る
経
済
産
業
省
に
設
置
許
可
申
請
を
行
い
、
経
済
産
業
省

は
七
月
一
二
日
に
本
件
事
業
者
に
対
し
設
置
許
可
を
下
し
た
。
こ
の
措
置
に
よ
り
本
件
事
業
者
は
本
年
一
〇
月
二
八
日
を
営
業

開
始
目
標
と
し
設
置
計
画
を
進
め
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
近
隣
・
周
辺
住
民
は
、
「
競
輪
施
設
設
置
反
対

横
浜
市
民

の
会
」
を
結
成
し
、
反
対
署
名
活
動
や
各
級
行
政
機
関
等
へ
の
陳
情
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



以
下
、
本
件
設
置
計
画
及
び
経
済
産
業
省
に
よ
る
設
置
申
請
許
可
に
つ
き
質
問
を
行
う
。

一

「
自
転
車
競
技
法
施
行
規
則
」
第
一
五
条
第
一
項
等
の
問
題
に
つ
い
て

�

賭
博
や
賭
博
場
開
張
等
が
刑
法
で
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

場
外
車
券
発
売
施
設
の
設
置
等
の
許
可
の
基
準
と
し
て
、
「
自
転
車
競
技
法
施
行
規
則
」
は
第
一
五
条
第
一
項
に
「
学

校
そ
の
他
の
文
教
施
設
及
び
病
院
そ
の
他
の
医
療
施
設
か
ら
相
当
の
距
離
を
有
し
、
文
教
上
又
は
保
健
衛
生
上
著
し
い
支

障
を
来
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
生
活
施
設
の
内
、
特
に
文
教
施
設
及
び
医
療
施
設

を
明
記
し
こ
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
文
教
上
又
は
保
健
衛
生
上
の
支
障
と
は

ど
の
よ
う
な
具
体
的
内
容
を
想
定
し
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
規
定
は
場
外
車
券
発
売
施
設
と
文
教
施
設
及
び
医
療
施
設
と
の
間
の
距
離
に
着
目
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
近
接

す
れ
ば
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
解
さ
れ
る
が
如
何
。

�

第
一
五
条
第
一
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
は
、
設
置
場
所
で
あ
る
桜
木
町
ぴ
お
シ

テ
ィ
ビ
ル
の
近
隣
・
周
辺
地
域
に
は
多
く
の
学
校
・
教
育
機
関
が
あ
り
、
そ
の
通
学
路
に
隣
接
す
る
こ
と
に
加
え
、
当
該

ビ
ル
横
が
そ
れ
以
外
の
学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
発
着
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
桜
木
町
駅
を
利
用
す
る

二



多
数
の
児
童
・
生
徒
が
存
在
す
る
こ
と
も
十
分
に
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認
識
を
問
う
。

�

同
様
に
、
当
該
ビ
ル
の
近
隣
・
周
辺
地
域
に
は
横
浜
市
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
診
療
所
、
歯
科
診
療
所
も
多
数
あ
る
こ

と
に
加
え
、
当
該
ビ
ル
が
場
外
車
券
発
売
施
設
専
用
ビ
ル
で
は
な
く
雑
居
ビ
ル
で
あ
り
、
既
に
診
療
所
や
薬
局
等
が
入

居
・
営
業
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認
識
を
問
う
。
ま
た
第
一
五

条
第
一
項
は
、
場
外
車
券
発
売
施
設
と
医
療
施
設
と
の
間
の
距
離
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
が
、
同
一
の
建
物
内
に
場
外
車

券
発
売
施
設
と
医
療
施
設
が
と
も
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
そ
も
そ
も
想
定
し
て
い
る
と
お
考
え
か
。

�

「
相
当
」
及
び
「
著
し
い
」
の
判
断
基
準
を
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。
も
し
そ
の
判
断
基
準
が
行
政
裁
量
に
の
み
委
ね
ら

れ
客
観
的
明
証
性
に
欠
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
設
置
許
可
基
準
と
し
て
第
一
五
条
第
一
項
を
特
に
設
け
て
い
る
意
義
自
体
に

か
か
わ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
見
解
を
問
う
。

�

経
済
産
業
省
は
本
件
設
置
許
可
申
請
を
許
可
し
た
判
断
理
由
と
し
て
、
本
件
事
業
計
画
が
�
「
会
員
制
」
で
あ
る
こ
と

か
ら
施
設
定
員
が
限
定
さ
れ
不
特
定
多
数
者
の
利
用
と
は
な
ら
な
い
、
�
共
用
ス
ペ
ー
ス
で
の
誘
導
員
に
よ
る
誘
導
や
施

設
専
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
に
よ
る
施
設
利
用
者
の
入
場
動
線
管
理
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
点
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の

�
利
用
者
の
量
的
問
題
や
�
ビ
ル
内
で
の
動
線
管
理
は
、
趣
旨
を
勘
案
す
れ
ば
第
一
五
条
第
一
項
を
満
た
す
十
分
条
件
足

三



り
得
な
い
と
考
え
る
が
、
改
め
て
政
府
の
ご
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。

�

経
済
産
業
省
は
「
会
員
制
」
で
な
け
れ
ば
本
件
申
請
許
可
は
難
し
い
と
説
明
し
た
が
、
場
外
車
券
発
売
施
設
の
設
置
等

の
許
可
申
請
の
記
載
内
容
を
規
定
す
る
「
自
転
車
競
技
法
施
行
規
則
」
第
一
四
条
に
、
「
会
員
制
」
と
い
う
施
設
運
営
条

件
や
利
用
者
の
動
線
管
理
な
ど
と
い
う
項
目
は
無
く
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
申
請
上
は
単
な
る
付
随
的
な
特
記
事
項
に
過

ぎ
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
会
員
制
」
で
の
運
営
等
は
そ
も
そ
も
法
令
上
は
本
件
事
業
者
が
遵
守
す
る
義
務
は
無
く
、

事
業
者
に
よ
る
誓
約
書
等
も
な
い
な
ら
ば
開
設
・
営
業
後
の
運
営
に
つ
き
な
ん
ら
担
保
は
無
い
の
で
は
な
い
か
、
政
府
の

ご
認
識
を
伺
い
た
い
。

�

本
件
設
置
場
所
で
あ
る
桜
木
町
ぴ
お
シ
テ
ィ
ビ
ル
に
つ
い
て
は
、
築
後
三
六
年
と
い
う
老
朽
化
し
た
ビ
ル
の
最
上
階
で

の
設
置
計
画
と
し
て
防
災
設
備
・
構
造
上
も
不
安
視
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
経
済
産
業
省
は
、
平
成
一
三
年
に
四
四
名
も

の
犠
牲
者
を
出
し
た
新
宿
歌
舞
伎
町
雑
居
ビ
ル
火
災
の
教
訓
も
踏
ま
え
防
災
設
備
・
構
造
上
も
万
全
と
判
断
し
申
請
を
許

可
し
た
の
か
。
ま
た
、
担
当
官
に
よ
る
現
場
ビ
ル
の
現
況
調
査
等
を
行
っ
た
上
で
申
請
を
許
可
し
た
の
か
。

二

近
隣
・
周
辺
住
民
の
同
意
・
合
意
に
係
る
問
題
等
に
つ
い
て

�

賭
博
自
体
は
反
社
会
的
行
為
で
あ
り
な
ん
ら
の
公
益
性
も
無
い
。
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
は
そ
の
収
益
還
元
事
業
に
よ
り

四



「
公
益
性
」
が
仮
構
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
収
益
還
元
事
業
は
近
隣
・
周
辺
地
域
の
み
に
還
元
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
風
紀
問
題
等
、
賭
博
自
体
が
本
来
有
す
る
反
社
会
性
に
起
因
す
る
諸
問
題
は
主
に
近
隣
・
周
辺
地
域
の

み
が
負
う
結
果
と
な
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
ら
ギ
ャ
ン
ブ
ル
関
連
施
設
等
の
立
地
に
関
し
て
は
近
隣
・
周
辺
住
民
が
不
安
を

抱
き
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認
識
を
問
う
。

�

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
隣
・
周
辺
住
民
の
同
意
な
り
合
意
が
ギ
ャ
ン
ブ
ル
関
連
施
設
等
の
設
置
許
可
の

「
要
件
」
で
は
な
い
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

近
隣
・
周
辺
住
民
の
同
意
・
合
意
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
場
外
車
券
発
売
施
設
の
設
置
に
関
す
る
指
導
要
領
に

つ
い
て
」
の
第
四
項
に
「
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
場
外
車
券
発
売
施
設
の
設
置
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
、
消

防
署
等
と
あ
ら
か
じ
め
密
接
な
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
社
会
と
の
調
整
を
十
分
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。
」
と

い
う
文
言
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

問
題
の
重
要
性
を
勘
案
す
れ
ば
、
勧
奨
的
運
用
事
項
で
は
な
く
設
置
許
可
の
要
件
と
す
る
こ
と
と
あ
わ
せ
、
通
知
行
政

で
済
ま
せ
る
こ
と
な
く
法
令
に
明
記
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認
識
を
伺
い
た
い
。

�

法
令
や
そ
れ
に
基
づ
く
最
低
基
準
と
し
て
の
申
請
手
続
き
の
問
題
と
は
別
に
、
事
業
者
は
そ
の
事
業
計
画
を
円
滑
に
進

五



め
る
た
め
近
隣
・
周
辺
住
民
へ
の
事
業
内
容
の
告
知
・
説
明
等
を
積
極
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご

見
解
を
問
う
。

�

「
自
転
車
競
技
法
施
行
規
則
」
は
第
一
五
条
第
一
項
で
、
文
教
・
医
療
施
設
が
特
に
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
近
隣
・
周

辺
住
民
の
同
意
・
合
意
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
地
元
住
民
な
り
地
域
社
会
な
り
に
文
教
・
医
療
施
設
の
関
係
者
が
特

に
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認
識
を
伺
い
た
い
。

�

場
外
車
券
発
売
施
設
専
用
ビ
ル
で
は
な
く
雑
居
ビ
ル
で
あ
り
、
同
一
ビ
ル
内
の
他
テ
ナ
ン
ト
へ
の
影
響
も
考
え
る
と
、

他
テ
ナ
ン
ト
へ
の
事
業
計
画
内
容
の
告
知
・
説
明
等
は
積
極
的
に
行
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認
識

を
伺
い
た
い
。

�

昨
今
、
街
中
で
子
ど
も
が
ま
き
こ
ま
れ
る
事
件
が
多
発
し
、
特
に
子
ど
も
を
持
つ
親
た
ち
は
街
の
安
全
対
策
に
不
安
を

抱
い
て
い
る
。
本
件
事
業
計
画
で
経
済
産
業
省
が
許
可
に
際
し
重
視
し
た
�
「
会
員
制
」
で
施
設
定
員
が
限
定
さ
れ
不
特

定
多
数
者
の
利
用
と
は
な
ら
な
い
、
�
共
用
ス
ペ
ー
ス
で
の
誘
導
員
に
よ
る
誘
導
や
施
設
専
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
に
よ

る
施
設
利
用
者
の
入
場
動
線
管
理
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
っ
た
点
や
本
件
事
業
者
が
示
す
警
備
員
配
置
、
地
元
協
議
等
の

安
全
対
策
は
、
子
ど
も
の
安
全
に
と
っ
て
の
十
分
条
件
で
あ
り
子
ど
も
を
持
つ
親
た
ち
は
安
心
出
来
る
と
政
府
は
判
断
し

六



申
請
を
許
可
し
た
の
か
、
ご
認
識
を
伺
い
た
い
。

�

本
件
事
業
者
は
、
「
場
外
車
券
発
売
施
設
の
設
置
に
関
す
る
指
導
要
領
」
に
基
づ
く
指
導
に
従
い
地
域
社
会
と
の
調
整

を
十
分
行
い
、
事
業
者
に
よ
る
説
明
義
務
・
責
任
を
果
た
し
て
い
る
と
政
府
は
判
断
し
申
請
を
許
可
し
た
の
か
、
ご
認
識

を
伺
い
た
い
。

�

本
件
事
業
者
か
ら
の
設
置
許
可
申
請
に
は
、
近
隣
・
周
辺
住
民
の
同
意
・
合
意
に
係
る
参
考
資
料
と
し
て
町
内
会
長

名
・
商
店
会
長
名
の
合
意
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
と
聞
く
が
相
違
な
い
か
。
ま
た
そ
の
合
意
書
と
先
に
ふ
れ
た
住
民
に
よ

る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
と
の
矛
盾
を
政
府
は
ど
の
様
に
認
識
す
る
か
伺
い
た
い
。

��

本
件
に
限
ら
ず
近
隣
・
周
辺
住
民
の
同
意
・
合
意
が
問
題
と
な
る
開
発
・
建
設
・
設
置
行
為
に
際
し
て
は
、
町
内
会
、

自
治
会
、
商
店
会
等
の
団
体
、
特
に
代
表
者
名
の
同
意
・
合
意
が
近
隣
・
周
辺
住
民
全
体
同
意
・
合
意
の
隠
れ
蓑
と
し
て

利
用
さ
れ
る
例
も
多
い
。
事
業
者
よ
り
の
金
銭
提
供
等
極
め
て
不
明
瞭
な
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
は
な

い
。
事
業
者
に
よ
る
説
明
義
務
・
責
任
に
要
す
る
手
間
隙
を
惜
し
ん
で
の
こ
の
よ
う
な
慣
例
が
、
逆
に
後
に
火
種
と
な
り

問
題
を
よ
り
混
乱
さ
せ
る
事
例
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
政
府
は
ど
の
様
に
認
識
す
る
か
伺
い
た
い
。

��

本
件
申
請
に
対
す
る
許
可
の
決
定
は
、
慎
重
に
行
わ
れ
る
べ
き
近
隣
・
周
辺
住
民
の
同
意
・
合
意
に
つ
い
て
は
申
請
要
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件
で
は
無
い
た
め
に
町
内
会
長
名
・
商
店
会
長
名
の
合
意
書
で
良
と
す
る
極
め
て
形
骸
化
し
た
取
扱
い
を
行
い
、
一
方
で

は
、
同
じ
く
申
請
要
件
で
な
い
「
会
員
制
」
と
い
う
運
営
形
態
を
も
っ
て
申
請
許
可
の
理
由
と
す
る
な
ど
極
め
て
恣
意

的
・
不
透
明
で
あ
り
、
求
め
ら
れ
て
い
る
行
政
の
透
明
性
・
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
に
は
程
遠
い
も
の
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
政
府
は
ど
の
様
に
認
識
す
る
か
見
解
を
問
う
。

��

本
件
に
限
ら
ず
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
場
外
券
売
所
の
設
置
に
関
す
る
近
隣
・
周
辺
住
民
と
の
紛
争
は
全
国
で
枚
挙
に
暇

が
無
い
。
こ
の
原
因
を
政
府
は
ど
の
様
に
判
断
す
る
か
見
解
を
問
う
。

��

問
題
は
、
先
に
ふ
れ
た
通
り
ギ
ャ
ン
ブ
ル
関
連
施
設
等
の
立
地
に
関
し
て
は
近
隣
・
周
辺
住
民
が
不
安
を
抱
き
慎
重
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
住
民
同
意
な
り
合
意
が
設
置
許
可
の
要
件
で
す
ら
な
い
点
に
象
徴
さ
れ
る
法
運

用
者
側
の
姿
勢
に
あ
る
と
考
え
る
。
戦
後
初
期
の
極
め
て
厳
し
い
財
政
状
況
下
で
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
収
益
事
業
が
高
い

「
公
益
性
」
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
必
要
悪
」
で
あ
り
、
賭
博
や
賭
博
場
開
張
等
を
刑
法
で
厳
し
く

取
り
締
ま
る
そ
の
違
法
性
・
反
社
会
性
を
阻
却
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
ま
し
て
や
豊
か
な
生
活
、
安
心
・
安
全
な

生
活
を
求
め
る
現
代
に
、
か
つ
て
の
錦
の
御
旗
で
あ
っ
た
「
公
益
性
」
は
な
ん
ら
説
得
性
を
持
た
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
各
法
を
あ
た
か
も
奨
励
・
推
進
法
的
な
誤
っ
た
認
識
で
事
業
者
・
所
管
省
庁
が
運
用
す
る
と
こ
ろ
に
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最
大
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認
識
を
伺
い
た
い
。

��

政
府
は
こ
の
認
識
を
改
め
、
地
域
の
責
任
主
体
で
あ
る
住
民
・
自
治
体
あ
っ
て
の
事
業
で
あ
る
と
再
認
識
し
、
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
足
り
得
る
情
報
公
開
と
合
意
形
成
の
た
め
の
適
正
な
手
続
き
を
法
令
上
に
明
確
に
構
築
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
ご
認
識
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

九


